
大分県就労継続支援Ａ型事業所設置等補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、大分県内において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成 17年法律第 123 号。以下「法」という。）第５条第 14項に規定する

就労継続支援を行う事業所の整備運営に要する費用に対し、予算の定めるところにより

大分県就労継続支援Ａ型事業所設置等補助金（以下「補助金」という。）を交付すること

について、大分県補助金等交付規則（昭和 43 年大分県規則第 27 号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （補助対象事業） 

第２条 補助金の対象事業（以下「補助対象事業」という。）は、法第５条第 14項に規定す

る就労継続支援のうち、ＩＴ分野に新たに取り組む事業若しくはＩＴ分野に取り組んで

いる指定就労継続支援Ａ型の規模を拡大する事業又はＩＴ関連事業を行う指定就労継続

支援Ａ型を新たに整備する事業を行い、かつ、指定就労継続支援Ａ型の定員をＩＴ分野で

10 人以上増員する事業とする。 

 

（補助対象者） 

第３条 この要綱に基づき補助金の交付を受けることができる者は、前条に掲げる事業に

ついて公募を実施し、知事が適当と認める者とする。 

 

 （補助対象経費等） 

第４条 補助の対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第１に定めるも

のとする。 

２ 補助金の対象となる指定就労継続支援Ａ型として事業を行う事業所（以下「補助対象事

業所」という。）に他の施設、事業所等が併設される場合には、補助対象事業所に係る経

費と他の施設、事業所等に係る経費とを明確に区分して補助対象経費を算出するものと

する。ただし、容易に区分することが困難な経費又は明確に区分することによって経済的

な合理性が損なわれる経費については、面積により按分する等の方法により金額を区分

して補助対象事業所に係る補助対象経費を算出することができる。 

３ 前項ただし書の方法により補助対象経費を算出する場合には、その計算式及び算出の

根拠となる資料を添付するものとする。 

４ 次に掲げる事業又は経費は、補助対象経費としないものとする。 

（１）補助の対象となる期間外に発生した経費 

（２）既存の事業所等から補助対象事業所への資産の転換に係る経費 

（３）食糧費、接待費その他補助対象事業として適当と認められない経費 



 

（補助率等） 

第５条 補助率は、別表第２のとおりとする。 

２ 補助対象経費に前項で定める補助率を乗じて算出した補助金額に千円未満の端数が生

じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

 （交付申請） 

第６条 補助金の申請を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、大分県就労継続

支援Ａ型事業所設置等補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて知事に

申請するものとする。 

（１）事業計画書 

（２）収支予算書 

（３）補助対象経費に関する内容及び金額等が分かる書類 

２ 申請者は、前項に規定する申請書を提出する場合に、消費税及び地方消費税を補助対象

経費とするときは、当該補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額（補助対象経

費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）

に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法

（昭和 25年法律第 226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に

補助対象経費に占める補助金申請額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額

して申請するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を申請書に添えて

提出するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税額及び地方消費税

額の仕入控除税額が明らかでないものについてはこの限りでない。 

 

 （補助金の交付決定の通知） 

第７条 知事は、前条に規定する申請があった場合は、申請内容を審査し、補助対象と認め

た場合は、速やかに大分県就労継続支援Ａ型事業所設置等交付決定通知書（第２号様式）

を申請者に通知するものとする。 

 

 （補助条件等） 

第８条 本補助金の補助条件等は、次のとおりとする。 

（１）前条の規定により交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、当該交 

付決定通知を受けた後に、補助対象事業の計画を変更（軽微な変更を除く。）し、若し 

くは中止し、又は廃止しようとする場合は、大分県就労継続支援Ａ型事業所設置補助金 

事業変更（中止、廃止）承認申請書（第３号様式）を知事に提出しなければならない。 

（２）知事は、前条に規定する申請があった場合は、申請内容を審査し、補助事業の変更等 

を認めた場合は、速やかに大分県就労継続支援Ａ型事業所設置等補助金事業変更（中止、 



廃止）承認決定通知書（第４号様式）を申請者に通知するものとする。 

（３）補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難とな 

った場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

（４）知事が、交付決定者に対して補助対象事業の進捗状況等について、調査又は報告を求 

めた場合は、速やかに提示すること。 

（５）法第 36条第１項の規定により、知事又は大分市長の指定を受けること。 

（６）この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭出納簿等の帳簿及び契 

約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算し 

て５年間整備保管すること。 

（７）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号） 

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同法第２条第２号 

に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはなら 

ないこと。 

（８）この補助対象事業によって取得し、又は効用の増加した財産（以下「財産」という。） 

は、知事の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸 

付け又は担保の用に供してはならないこと。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関す 

る省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号。以下「大蔵省令」という。）に定められている財 

産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場 

合はこの限りではないこと。 

（９）財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助対象事業の完了後 

においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従っ 

て、その効率的な運用を図ること。 

（10）財産のうち、一件当たりの取得価格が 50万円以上のものを処分しようとするときは、 

あらかじめ知事の承認を受けること。ただし、大蔵省令に定められている財産について 

は、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間を経過している場合はこの限 

りではないこと。 

（11）知事の承認を受けて財産を所分したことにより収入があった場合は、その収入の全部 

又は一部を県に納付させることがあること。 

２ 規則第５条第１項第１号の規定による知事が定める軽微な変更の範囲は、補助金の額  

に変更を及ぼさない変更で、次のとおりとする。 

（１）補助金の交付目的に反しない事業内容の変更（補助対象経費の２０パーセント以内の

増減） 

（２）補助対象経費の２０パーセント以内の増減（又は補助対象経費の費目間における流用

で、いずれか少ない額の２０パーセント以内の増減」） 

 

 （補助金の交付方法） 



第９条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、知事が必要と認める場合は、

この補助金の全部又は一部について概算払の方法により交付することができる。 

 

 （補助金の交付請求） 

第 10条 補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするとき

は、大分県就労継続支援Ａ型事業所設置等補助金交付請求書（第５号様式）を知事に提出

しなければならない。 

 

 （交付決定の取消） 

第 11条 知事は、交付決定対象事業所が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金

の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽り又は不正な手段により交付決定を受けた、又は受けようとしたとき。 

（２）この要綱の規定に違反したとき。 

（３）法令違反が判明したとき。 

（４）法第 36 条第１項の規定による知事又は大分市長の指定が受けられなかったとき。 

 

 （補助金の返還） 

第 12条 知事は、前条の規定により交付決定の取消をした場合において、当該の取消に係

る部分に関して補助金の交付が行われているときは、期限を定めてその返還を命じるも

のとする。 

 

 （実績報告） 

第 13 条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から 30 日以内又は交付決定を受けた

日の属する年度の３月 31日のいずれか早い日までに、大分県就労継続支援Ａ型事業所設

置等補助金実績報告書（第６号様式）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければ

ならない。 

（１）事業実績書 

（２）収支精算書 

（３）契約書又は見積書の写し 

（４）財産、成果物及び取組状況の写真 

（５）領収書又は請求書の写し 

（６）財産管理台帳の写し 

（７）その他知事が必要と認める書類 

２ 交付決定者は、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合には、前項に規定する

事業実績報告書を提出する際に、当該補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税

額が明らかな場合には、補助金額から減額して報告しなければならない。 



 

 （補助金の額の確定） 

第 14条 知事は、前条第１項に規定する事業実績の報告を受けた場合は、報告内容に関す

る審査及び検査により、その報告に係る補助対象事業が補助金の交付決定の内容に適合

するか否かを調査し、適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を決定し、大分県

就労継続支援Ａ型事業所設置等補助金交付確定通知書（第７号様式）により、交付決定者

に通知するものとする。 

２ 知事は、前項の規定により決定した補助金の額が、第 10 条の規定により行った概算払

の額に満たない場合は、期限を定めて、その差額の返還を命ずるものとする。 

 

 （消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 15条 交付決定者は、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合において、第 13

条の規定による実績報告後に行った消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税の仕入控除税額

確定報告書（第８号様式）により、速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告を行う場合において、交付決定者が多数の事業所を展開する法

人の一部事業所等であり、自ら消費税及び地方消費税の申告を行っていないときは、法人

の仕入控除税額に交付決定者に属する従業員数を法人の従業員数で按分した数を乗じた

額を報告するものとする。ただし、課税売上割合等の按分による申告の方がより適当であ

ると知事が認めた場合はこの限りでない。 

３ 知事は、第１項の規定による報告があった場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

 （書類の保管等） 

第 16条 交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出に関する帳簿を備え、証拠書類

を整理保管しなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する年度の翌

年度から５年間保管しなければならない。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年８月２日より施行する。 

 

附  則 
 改正後の要綱は、令和６年４月１日から適用する。 
 

 

別表第１（第４条関係） 



補助対象経費 補助対象期間等 

対象事業の開始に必要な需用費、使用料及

び賃借料、備品購入費（備品に伴う工事請

負費を含む。）、施設改修費（施設改修に伴

う工事請負費を含む。）、報酬、給料、職員手

当等（職員の勤務状況に応じた手当、職員

の経済的負担軽減のための手当、福利厚生

として支給される手当、社会保険料）、役務

費、委託料 

開所日以前４月以内の期間。ただし、事業

年度内の分に限る。 

事業の円滑な運営に必要な外部講師等に対

する報酬、委託料、定員確保のために必要

な広告宣伝費 

開所日以後３月（報酬、委託料については、

６月）以内の期間。ただし、事業年度内に限

る。 

1  事業費の算出にあっては、原則、複数の見積書を添付し、適正な価格であることを確

認したうえで最低額とすること。 

 

別表第２（第５条関係） 

補助率 

１／２以内 

 


